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     （定　　義）
 第  １条  この実施基準は、東ソー日向株式会社（以下「当社」という。）における自衛防災隊に関して規定する。
　
     （目    的）
 第  ２条  自衛防災隊は当社及び周辺における火災の発生、高圧ガス及び危険物等による
事故発生、及び地震、津波、風水害等の場合、その初期消火、初期防災、緊急措
置を任務として従業員、付近住民及び工場施設を災害より守ることを目的とする。

     （組    織）
 第  ３条  自衛防災隊の組織は別図－１：自衛防災組織のとおり、本部長には工場長、各
隊長、分隊長には任命された者があたる。
        　・防災体制の組織は、本部・現場対策本部・防災隊・消防隊・救急隊・保安隊で
構成する。

     （活    動）
 第  ４条  自衛防災隊は公設消防隊の到着まで災害事故の早期鎮圧に挺身し、到着後は水
利及び地理誘導にあたり、統一ある防災活動に協力するものとする。

     （本    部）
 第  ５条  自衛防災隊の本部は本部長がその都度場所を決めて設置する。

     （隊    員）
 第  ６条  自衛防災隊員は当社に勤務する協力業者を含む全従業員とする。

     （本 部 長）
 第  ７条  本部長は最高責任者として防災業務の総指揮にあたる。

     （副本部長）
 第  ８条  副本部長は本部長を補佐し、本部長不在時のときはその業務を代行する。


     （現場対策本部長）
 第  ９条  現場対策本部長は発災現場の状況により、その都度現場対策本部の場所を決め、
現場の防災業務の指揮にあたる。

     （隊    長）
第 １０条  隊長は現場対策本部長の指揮のもと警備、保安及び防災業務について部下を分担
　　　　統率する。

     （分隊長）
第 １１条  分隊長は隊長の指揮のもとに隊員を統率して、別図－１：自衛防災組織に定め
        る分担業務に従事する。

     （隊    員）
第 １２条  隊員はその任務を遂行するために下記の事項を知っていなければならない。
       １．災害事故発生時の連絡方法
       ２．防災器材の置場及びその仕様方法
       ３．消防水利
       ４．避難予定場所
       ５．高圧ガス及び危険物等の製造所、貯蔵所、取扱所及び変電室の設置場所
       ６．その他防災に関する事項

     （災害事故の伝達）
第 １３条  災害事故発生時の連絡は、事故災害発生時の連絡要領及び別図－2に定める緊急連絡系統のとおりとする。また、官庁等の外部から緊急時の対応連絡体制を求められた時は、別図－２：緊急連絡系統図（提出用）を提出するものとする。

     （出    動）
第 １４条  本部長は下記の場合自衛防災隊の出動を命ずる。
       １．当社に災害又は事故が発生した場合、もしくは発生の恐れがあると認められる
         場合。
       ２．当社敷地周辺に災害が発生し被害が及ぶと認められた場合
         １）当社外に出動させる場合は、あらかじめ活動範囲を指示の上、出動させなけ
           ればならない。

     （夜間・休日の出勤及び指揮）
第 １５条  夜間及び休日における自衛防災隊の出動及び防災活動の指揮は幹部到着まで事
        故発生現場班長（又は代理者）がその業務を代行する。


     （保安教育）
第 １６条  保安教育は保安教育実施手続にもとづき、全従業員及び外注業者従業員を対象
        に、防災に関する教育、高圧ガスに関する教育、危険物に関する教育を毎年作成
        する年間教育訓練計画に従って実施する。
       １．防火管理機構の周知徹底
       ２．防火管理上の遵守事項
       ３．防火管理に関する各自の任務及び責任
       ４．消防計画の周知徹底
       ５．危険物の性質及び安全な取扱方法
       ６．高圧ガスの性質及び安全な取扱方法
       ７．その他、防火管理義務遂行上必要な事項
   
   （防火訓練）
第 １７条  防火訓練は消防計画及び高圧ガス危害予防規程に基づき全従業員及び外注業者
         従業員を対象に、事故発生時にすみやかな防災活動を行うための訓練を、毎年作
         成する年間教育訓練計画に従い実施する。
           総合訓練は防火管理者、高圧ガス製造保安技術管理者及び環境安全室長が協議、
         立案、実施する。
           局所訓練は、職場毎に各室・課長が立案実施する。

       １．消防設備等による消防訓練
         １）総合訓練…………年１回
           イ）通報訓練（消防署、工場内外への連絡）
           ロ）消火訓練（消火器、泡消火設備、屋内外消火栓）
           ハ）避難訓練（避難通路、避難訓練）
           ニ）救護訓練（救出、ケガの手当等）
           ホ）その他防災活動上必要な訓練
         ２）局所訓練…………年１回以上
           イ）消火器による訓練
           ロ）泡消火設備による訓練（始動、放水）
           ハ）屋内外消火栓による訓練（放水、ホース格納等）
           ニ）その他

       ２．高圧ガス設備の災害模擬訓練
         １）総合訓練…………年１回
         ２）局所訓練…………年１回以上

     （教育、訓練の記録及び保管）
第 １８条  保安教育及び防災訓練を実施したときは、３か月以内に記録及び結果のレビューを本部長に提出するとともに、環境安全室に３年保管する。


     （組織表等の備え付け）
第 １９条  自衛防災組織、事故災害発生時の連絡要領、緊急連絡系統、消防、高圧ガス
　　　　及び危険物に関する施設の配置図及び防災用具等の常設場所図は環境安全室に備え
付けるものとする。

     （公設消防隊の誘導）
第 ２０条   公設消防隊の到着後の誘導については次の通りとする。
        １．災害現場への誘導は保安分隊が行ない、災害発生現場の防災隊長に引継ぐ。
        ２．当該防災隊長は公設防災隊長に危険物、高圧ガス、その他の施設について助
            言する。
        ３．公設防災隊の本部を自衛防災隊本部に置き、自衛防災隊は公設防災隊の指揮
            により統一ある防災活動に協力するものとする。

     （規則の管理）
 第 ２１条  この規程の管理は、環境安全室長が行う。

                                付    則
           ①  この細則は１９９５年１０月  １日より施行する。
           ②  ２００１年１１月３０日一部改訂
　　　　　 ③　２０１３年１１月　１日一部改訂
　　　　　 ④　２０１４年　２月１７日一部改訂
　　　　　 ⑤　２０１４年　６月２７日一部改訂（組織図、事故時連絡方法一部変更）
　　　　　 ⑥　２０１４年　９月１０日一部改訂（組織図、事故時連絡方法一部変更）
　　　　　 ⑦　２０１６年　４月　８日一部改訂（自衛防災組織、緊急連絡系統変更）
　　　　　 ⑧　２０１６年　８月　４日一部改訂（緊急連絡系統変更）　　　　　　　　　　　
⑨　２０１６年１０月１７日一部改訂（結果のレビュー提出の明確化）　　　　　
⑩　２０１６年１２月１６日一部改訂（緊急連絡系統変更）
⑪　２０２０年　８月３１日一部改訂（第３条、組織図、東ソー本社連絡系統）
　　　　　 ⑫　２０２５年１２月０５日一部改訂（第１３条 緊急連絡系統を別紙とした）
⑬　２０２６年　４月２０日一部改訂（環境安全室の発足に伴う修正）




